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令和６年第８回羽幌町議会定例会会議録 

 

〇議事日程（第２号） 

令和６年１２月１３日（金曜日） 午前１０時００分開議 

 

第 １ 会議録署名議員の指名                           

第 ２ 諸般の報告                                

第 ３ 報告第 ８号 令和６年度定期監査報告（第２次）について          

第 ４ 議案第６２号 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関す 

           る条例                           

第 ５ 議案第６３号 乳幼児等医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例    

第 ６ 議案第６４号 羽幌町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例      

第 ７ 議案第６５号 羽幌町布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管 

           理者の資格基準に関する条例の一部を改正する条例       

第 ８ 議案第６６号 令和６年度羽幌町一般会計補正予算（第９号）         

第 ９ 議案第６７号 令和６年度羽幌町国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号） 

第１０ 議案第６８号 令和６年度羽幌町水道事業会計補正予算（第２号）       

第１１ 議案第６９号 令和６年度羽幌町下水道事業会計補正予算（第２号）      

第１２ 同意第 ２号 羽幌町教育委員会委員の任命について             

第１３ 発議第１１号 羽幌町議会の個人情報の保護に関する条例の一部を改正する条例 

第１４ 発議第１２号 議員の派遣について                     

第１５ 発議第１３号 各委員会の閉会中の継続調査及び審査について         

第１６ 意見案第５号 安全・安心の医療・介護実現のため人員増と処遇改善を求める意 

           見書の提出について                     

 

〇追加日程 

第 １ 議案第７０号 令和６年度羽幌町一般会計補正予算（第１０号）        
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    ◎開議の宣告 

〇議長（村田定人君） これから本日の会議を開きます。 

 

（午前１０時００分） 

 

    ◎会議録署名議員の指名 

〇議長（村田定人君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第１２５条の規定によって、 

   ７番 磯 野   直 君    ８番 舟 見 俊 明 君 

を指名します。 

 

    ◎諸般の報告 

〇議長（村田定人君） 日程第２、諸般の報告を行います。 

 本日の欠席並びに遅刻届出はありません。 

 会議規則第２１条の規定により、本日の議事日程表は配付いたしましたので、ご了承願

います。 

 これで諸般の報告を終わります。 

 

    ◎報告第８号 

〇議長（村田定人君） 日程第３、報告第８号 令和６年度定期監査報告（第２次）につ

いてを議題とします。 

 本案について代表監査委員の報告を求めます。 

 代表監査委員、熊木良美君。 

〇代表監査委員（熊木良美君） ただいま議題となりました令和６年度定期監査報告（第

２次）について内容のご説明を申し上げます。 

 地方自治法第１９９条第４項の規定に基づき定期監査を実施しましたので、同条第９項

及び羽幌町監査基準第１４条の規定により、その結果を別紙のとおり報告をいたします。 

 なお、本監査の報告につきましては、逢坂監査委員との合議によるものであります。 

 １ページをお開き願います。定期監査報告書。 

 １、監査の時期及び対象でありますが、逢坂監査委員と共に、令和６年１０月１７日か

ら１１月１日までのうち６日間にわたり、地域振興課ほか、御覧の対象機関を実施したと

ころでございます。 

 ２、監査の対象とした事項でありますが、財務に関する事務の執行が適正かつ効率的に

行われているかを主眼として、関係書類、帳簿等の内容を確認するとともに、関係職員か

らの聞き取りにより実施をいたしました。 

 ３、監査の結果でありますが、財務の事務に関し書類への要件の記載漏れや書類の欠損
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など軽微な不備があったものの、全体的には適正な執行に努められたものと認められまし

た。 

 主な内容につきまして報告いたしますが、今年度新たに設置されたデジタル推進課につ

きましては、パソコン及びタブレット端末の購入、約４２万円の契約があったものの、総

じてソフト的な業務途上の状況に鑑み報告を割愛しますことをご了承願います。 

 ２ページをお開き願います。福祉課について申し上げます。（１）、社会福祉状況、①、

福祉タクシー利用状況であります。今年度から障がいの程度に応じた該当者及び年度内８

０歳以上の高齢者を対象とし、年間の利用枚数を２４枚交付へ拡充、９月末現在の総交付

枚数は１万２，３９６枚で、総利用枚数は６，３３３枚となっております。②、児童手当

支給状況の説明は省略させていただきます。次に、③、令和６年度認定こども園及び幼稚

園施設型給付費状況ですが、アの対象園児数は、９月末現在におきまして藤幼稚園は１８

名、認定こども園・まきの幼稚園が２９名、保育所は７２名、合計で１１９名であります。

３ページを御覧願います。イ、負担金の支出状況は、国・道、町の合計では７，５９７万

９，２６０円となっております。うち町の負担は２，１０９万８，６４４円であります。

④の地域福祉基金状況であります。今年度９月末までの寄附は１件、１０万円であり、５

月に基金へ積立てし、３億１，５１３万１，７３５円となっております。⑤、保育士等修

学資金貸付状況であります。新たな貸付けはありませんが、返還免除額は５７万６，００

０円、返還額は１４万４，０００円であります。⑥、保育士等修学基金状況から次の４ペ

ージ、⑫の勤労青少年ホーム利用状況は、説明を省略させていただきます。 

 ５ページを御覧願います。（２）、国保医療状況の①、医療費支出状況は、説明を省略

をさせていただきます。②、国民健康保険給付費支払準備基金状況ですが、令和５年度の

国保事業に充当するため、出納閉鎖期間の５月に１，１０８万８，７７７円を取り崩して

おります。 

 ６ページをお開き願います。健康支援課であります。（１）、各種検診実施状況と

（２）、各種予防接種実施状況は、検診及び予防接種区分ごとの対象者数等を昨年度実績

と今年度９月末の状況を表したものであります。なお、（２）、各種予防接種実施状況の

６ページ、一番下の段、生後２か月から７歳半未満を対象とした五種混合予防接種は、今

年度から新たに位置づけられた接種項目となっております。説明は省略をさせていただき

ます。 

 ７ページ中段の（３）、すこやか健康センター利用状況から次の９ページの下段、

（６）、しあわせ荘短期入所生活介護までは説明を省略させていただきます。 

 １０ページをお開き願います。（７）、介護保険給付状況であります。①、居宅介護、

居宅支援サービスの９月末実績では、表一番下、合計欄の件数で５，３９０件、支給額は

３億３，４５４万２，５０８円となっております。 

 ②、介護保険給付費等準備基金状況、次の１１ページ、（８）、緊急通報装置設置状況

は説明を省略させていただきます。 
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 次に、中段、（９）、医師研究資金等貸付状況であります。今年度の貸付けは９名で３，

７００万円、返還免除は６名で７，５８０万円、９月末の貸付けは９名の５，８００万円

となっております。 

 （１０）、助産師看護師修学資金貸付状況であります。今年度の貸付けは３名で９０万

円、返還は３名の１１０万円、９月末の貸付けは８名で１，６３１万円となっております。 

（１１）、助産師看護師修学基金につきましては、変動がありません。 

 次に、１２ページをお開き願います。町民課について申し上げます。（１）、総合受付

状況につきましては、記載のとおりの内容となっております。 

 １３ページを御覧願います。（２）、公営住宅管理状況、①、管理戸数及び入居状況で

ありますが、表下段の空き家戸数は、前年同期より１６戸増の１０５戸となっております。

これには政策空き家の７５戸を含んでおり、利用可能な事実上の空き家戸数は３０戸であ

ります。②の敷金状況は、記載のとおりです。③、羽幌町営住宅等整備基金状況では、４

月の１，５３４万５，０００円と７月の預金利息２，１７７円の積立てにより１億６，０

２９万１，１７７円となっております。 

 （３）、集会所利用状況から１４ページ以降、１７ページの（１０）、北海道海鳥セン

ター入館状況までは説明を省略させていただきます。 

 １８ページをお開き願います。（１１）、生活路線バス通学定期運賃補助金交付状況で

あります。今年度の通学対象者１２名に対して定期運賃の額に１００分の１５を乗じて得

た７４万２，８００円を補助金額として９月現在５１万９，０００円を交付しております。 

（１２）、令和５年度の生活路線バス維持費補助金交付状況でありますが、羽幌町が関わ

る対象路線の補助金額は表の右下の合計１，３２６万２，０００円となっております。 

 （１３）、令和５年度の離島航路事業補助金交付状況であります。離島航路旅客運賃補

助は、離島住民に対して高速船利用における当町の単独補助で、４月は１０割、他の期間

は３割を補助するものであり、補助額は５６万８，０２０円となっております。次に、離

島航路旅客定期航路事業補助であります。これにつきましても島民運賃補助であります。

北海道との協調補助で、当町の補助金交付額が１６０万３，８７０円であります。下段の

離島航路定期航路事業補助につきましては、航路運営に係る欠損分へ補助する国庫補助事

業であります。国の補助残に対し、道と町がそれぞれ２分の１を補助、当町の補助金交付

額は５，７３１万８，６３０円であります。 

 次の１９ページ、（１４）、交通対策事業基金状況から２０ページの（１６）、町内循

環バスほっと号利用状況までの説明は省略いたします。 

 ２１ページを御覧願います。財務課について申し上げます。（１）、町税収納状況であ

りますが、９月末現在の収納率を表の一番下、合計欄で申し上げますと、本年度分の収納

率の数値は６４．０７％で、前年度と比較すると１．３５ポイント減少しております。 

 以下、２２ページの（２）、保険税収納状況から２３ページの（６）、備荒資金組合納

付金状況までは、説明は省略させていただきます。 
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 ２４ページをお開き願います。出納室について申し上げます。有価証券及び出資証券の

保管状況でありますが、株券などは会計管理者において保管し、９月末の合計額は３，４

８２万４，０００円であります。 

 ２５ページを御覧願います。総務課について申し上げます。（１）、職員配置状況であ

ります。表の右側、下段の合計欄に記載のとおり、職員数は９月末現在現員数１２２人、

定数外職員は１０５人、合計２２７人となっております。 

 （２）、役場庁舎等整備基金状況ですが、預金利息１２万３２８円を積立てし、１億６，

４０５万１，８８３円となっております。 

 ２６ページをお開き願います。地域振興課について申し上げます。（１）、人づくり事

業基金状況につきましては、説明は省略させていただきます。 

 （２）、まちづくり事業基金状況ですが、増加額の４７６万４，３５５円は、令和５年

度の商業複合施設貸付けの収支残４７６万３，９５４円及び定期利息４０１円を積み立て

たものであります。 

 （３）、まちづくり応援基金状況です。増加額１億９，２５６万６，８０９円の内訳は、

次の（４）、まちづくり応援寄附金実績、令和５年度の表の一番下、寄附金額１億９，２

１０万３，８０９円に加え、内灘町災害代理寄附分３７万７，０００円、海鳥保護に関す

るクラウドファンディング分８万６，０００円を積み立てた額であります。減少分の１億

７，１８５万５，１０７円は、使途の指定されたまちづくり事業及び返礼品等の経費とし

て充当、また災害代理寄附分及び海鳥保護分の相当額を送金、保管など適切に処理されて

おります。 

 （４）、まちづくり応援寄附金、ふるさと納税実績について申し上げます。９月末では

個人寄附が道内分３１２件、道外分３，３６１件、企業版寄附が２件、合計３，６７５件、

寄附金額７，１３２万２，０００円となっております。 

 ２７ページを御覧願います。教育委員会所管であります学校管理課について申し上げま

す。（１）の奨学基金運用状況の基金運用額は前年度と同額の１，４７２万円で、今年度

９月末での償還は４名、２３万６，０００円、新規貸付けは２名、２４万円であります。

運用額の内訳は、貸付けが６名、３３３万２，０００円、現金１，１３８万８，０００円

となっております。 

 （２）の前川奨学基金運用状況の基金運用額は３，０００万円で、今年度９月末では新

規貸付け２名、３６万円のみであり、現金が２，９６４万円となっております。 

 （３）、羽幌町教育施設整備基金状況は、９月末現在２億１，５０５万１，５５４円と

なっております。 

 （４）、スクールバス利用状況は、記載のとおりの内容となっております。 

 ２８ページをお開き願います。（５）、小学校、中学校の現況についてであります。１

０月１日現在の児童数、生徒数を前年同期と比較しますと、羽幌小学校では３０名減の１

９３人、羽幌中学校では３名減の１３８人となっております。以下説明は省略をさせてい
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ただきます。 

 ２９ページを御覧願います。社会教育課について申し上げます。（１）、郷土資料館、

（２）、焼尻郷土館、（３）、体育施設の入館及び利用状況は、説明を省略させていただ

きます。 

 ３０ページをお開き願います。（４）、文化協会加盟団体状況及び（５）、スポーツ協

会加盟団体状況では、文化協会において羽幌町民吹奏楽団が新たに加入し、２９団体、ス

ポーツ協会が１１団体、合計４０団体となっております。 

 （６）、中央公民館及び（７）の図書館利用状況は、記載のとおりの内容となっており

ます。 

 以上で令和６年度第２次定期監査報告といたします。よろしくご理解賜りますようお願

い申し上げます。 

〇議長（村田定人君） これから監査報告の内容について、監査委員に対し質疑を行いま

す。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（村田定人君） これで質疑を終わります。 

 討論は、議会の運営に関する基準に基づき省略します。 

 これから報告第８号を採決します。 

 本案は、原案のとおり承認することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（村田定人君） 異議なしと認めます。 

 したがって、報告第８号 令和６年度定期監査報告（第２次）については原案のとおり

承認することに決定しました。 

 

    ◎議案第６２号 

〇議長（村田定人君） 日程第４、議案第６２号 刑法等の一部を改正する法律の施行に

伴う関係条例の整理に関する条例を議題とします。 

 本案について提案理由の説明を求めます。 

 総務課長、伊藤雅紀君。 

〇総務課長（伊藤雅紀君） ただいま上程されました議案第６２号 刑法等の一部を改正

する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例につきまして、提案理由とその内容に

ついてご説明申し上げます。 

 令和６年１２月１２日提出、羽幌町長。 

 提案の理由でありますが、刑法等の一部を改正する法律及び刑法等の一部を改正する法

律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律の施行により、刑法及び地方自治法が改正

されることに伴い、関係条例における規定の整備を行うとともに、併せて条文の整理を行

うため、制定しようとするものであります。 
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 次のページをお開き願います。刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整

理に関する条例。 

 それでは、制定内容につきまして別途お配りしております議案説明資料、刑法等の一部

を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例（要旨）に基づき説明させてい

ただきます。 

 また、添付しております新旧対照表と併せ、ご確認願います。 

 それでは、説明資料（要旨）１ページを御覧ください。まず、本条例を制定する趣旨で

ありますが、刑法の改正によりまして刑の種類のうち懲役及び禁錮が廃止され、これに代

わるものとして拘禁刑が創設されることに伴い、懲役及び禁錮を使用する本町の条例につ

いて、所要の改正を行うものであります。 

 その内容といたしましては､条例の中で規定されている懲役及び禁錮について拘禁刑に

改めるものであり、改正の対象となる懲役及び禁錮を規定する条例につきましては６件、

また今回の改正に合わせ、その他字句の修正を行う条例がそのうち２件となるものであり

ます。 

 それでは、改正いたします条例につきまして説明させていただきます。まず、第１条、

職員の給与に関する条例についてであります。改正いたします条項は、第１７条の２第３

号のほか３条項であり、条の要旨といたしまして毎年６月１日及び１２月１日を基準とし

て支給する期末手当に関し、その期末手当を支給しない者、または一時差止めするものに

ついて規定しておりますが、当該条項におきまして禁錮を拘禁刑に改めるものであります。 

 次に、第２条、羽幌町統計調査条例についてであります。改正いたします条項は、第１

３条、第１４条及び別紙様式であり、条の要旨といたしまして統計調査の実施に当たり虚

偽の申告をした場合等や、統計調査に従事した者がその知り得た秘密を他に漏らした場合

等における罰則について規定しておりますが、当該条項におきまして懲役及び禁こを拘禁

刑に改めるとともに、その他字句の修正について行うものであります。 

 次に、第３条、羽幌町表彰条例についてであります。改正いたします条項は、第９条及

び同条第２号であり、条の要旨といたしまして功労者、または功績者として表彰された者

への特別待遇である弔慰金の奉呈等の取消し等について規定しておりますが、当該条項に

おきまして禁錮を拘禁刑に改めるとともに、その他字句の修正について行うものでありま

す。 

 次に、第４条、羽幌町行政不服審査法施行条例についてであります。改正いたします条

項は第１８条であり、条の要旨といたしまして審査会委員として知り得た秘密を他に漏ら

した場合における罰則について規定しておりますが、当該条項におきまして懲役を拘禁刑

に改めるものであります。 

 ２ページを御覧ください。次に、第５条、羽幌町個人情報の保護に関する法律施行条例

についてであります。改正いたします条項は、附則第３条第４項及び第５項であり、条の

要旨といたしまして職員等が個人の秘密が記録された個人情報のデータベース、集合体を
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正当な理由なく提供した場合や、その知り得た個人情報を不正な利益を図る目的で盗用し

た場合等における罰則について規定しておりますが、当該条項におきまして懲役を拘禁刑

に改めるものであります。 

 次に、第６条、羽幌町情報公開・個人情報保護審査会条例についてであります。改正い

たします条項は、第１８条第１項であり、条の要旨といたしまして審査会委員として知り

得た秘密を他に漏らした場合における罰則について規定しておりますが、当該条項におき

まして懲役を拘禁刑に改めるものであります。 

 次に、附則でありますが、まず施行期日は令和７年６月１日であります。 

 次に、経過措置として第２項から第５項までの４項を規定しております。まず、第２項

として条例の施行前にした行為の処罰は、従前の例による旨を規定しております。これに

より条例の施行前にした行為は、その発覚が施行後であっても本規定の適用により懲役、

または禁錮となるものであります。 

 次に、第３項として条例の施行後にした行為に関し、懲役、または禁錮の刑に処せられ

た者は、拘禁刑の刑に処せられた者とする旨を規定しております。これにより条例の施行

後にした行為に懲役、または禁錮の刑を科すこととなる場合であっても、本規定の適用に

よりその刑は拘禁刑に変更となるものであります。 

 次に、第４項として他の条例の附則等における人の資格、欠格事由の適用に関し、拘禁

刑の刑に処せられた者は禁錮に処せられた者とする旨を規定しております。これにより他

の条例等において、なお従前の例によること等の経過措置により、条例の施行後に禁錮以

上の刑に処せられた者としての欠格事由が残る場合においては、本規定の適用により当該

欠格事由に該当することとなるものであります。 

 最後に、第５項として刑法等の一部を改正する法律等の施行前に禁錮以上の刑が定めら

れている罪で起訴された場合は、拘禁刑が定められている罪として起訴されたものとみな

す旨を規定しております。これにより第１条の職員の給与に関する条例の一部改正後にお

いて、拘禁刑が定められている犯罪についてされた起訴のみが期末手当の差止め要件とな

ることに関しては、本規定の適用により従前に同様として改正前の規定の取扱いも可能と

なるものであります。 

 以上が本条例の内容であります。なお、条文の朗読につきましては、ただいまの説明を

もちまして省略させていただきます。 

 よろしくご審議、ご決定賜りますようお願い申し上げます。 

〇議長（村田定人君） これから議案第６２号について質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（村田定人君） これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（村田定人君） これで討論を終わります。 
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 これから議案第６２号を採決します。 

 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（村田定人君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第６２号 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理

に関する条例は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎議案第６３号 

〇議長（村田定人君） 日程第５、議案第６３号 乳幼児等医療費の支給に関する条例の

一部を改正する条例を議題とします。 

 本案について提案理由の説明を求めます。 

 福祉課長、高橋伸君。 

〇福祉課長（高橋 伸君） ただいま上程されました議案第６３号 乳幼児等医療費の支

給に関する条例の一部を改正する条例につきまして提案理由とその内容についてご説明申

し上げます。 

 令和６年１２月１２日提出、羽幌町長。 

 提案の理由でございますが、乳幼児等医療費の支給に関する条例で定める乳幼児等医療

費の給付対象費用に、訪問看護を利用した際に医療費に加算される基本利用料を含めるた

め、改正しようとするものであります。 

 乳幼児等医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例。 

 乳幼児等医療費の支給に関する条例（平成１６年羽幌町条例第１４号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 改正内容を申し上げます。別途配付しております資料、乳幼児等医療費の支給に関する

条例新旧対照表を御覧願います。この新旧対照表は、左側に現行条文を、右側に改正案を、

改正箇所に下線を引いて表示しております。 

 改正内容ですが、改正条文を読み上げます。第２条中第５号を削り、第６号を第５号と

し、第７号を第６号とする。 

 第５条第１項中「基本利用料並びに」を削り、同条第２項を削る。 

 附則、この条例は、公布の日から施行する。 

 以上であります。よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。 

〇議長（村田定人君） これから議案第６３号について質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（村田定人君） これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（村田定人君） これで討論を終わります。 
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 これから議案第６３号を採決します。 

 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（村田定人君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第６３号 乳幼児等医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例

は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎議案第６４号 

〇議長（村田定人君） 日程第６、議案第６４号 羽幌町営土地改良事業の経費の賦課徴

収に関する条例を議題とします。 

 本案について提案理由の説明を求めます。 

 農林水産課長、敦賀哲也君。 

〇農林水産課長（敦賀哲也君） ただいま上程されました議案第６４号 羽幌町営土地改

良事業の経費の賦課徴収に関する条例につきまして提案理由とその内容についてご説明申

し上げます。 

 令和６年１２月１２日提出、羽幌町長。 

 提案の理由でありますが、土地改良法の一部改正に伴い、本条例における引用規定の整

備を行うほか、賦課徴収等に関する規定の整備を行うため、全部改正しようとするもので

あります。 

 次のページをお開き願います。羽幌町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例。 

 それでは、全部改正の内容につきまして別途お配りしております議案説明資料、議案第

６４号、羽幌町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例（要旨）に基づきご説明さ

せていただきます。 

 それでは、議案説明資料１ページを御覧ください。本条例の全部改正につきましては、

先ほどの提案理由のとおりでございますが、令和６年８月豪雨災害による農地の災害復旧

事業を施行することに伴い、土地改良法の規定による賦課金を徴収するに当たり規定の見

直しが必要でありましたので、全部改正するものでございます。 

 それでは、１、第１条の目的でございますが、土地改良法の規定に基づき本町が施行す

る土地改良事業（土地改良施設の区画整理や災害復旧事業等）に要する経費について、法

の規定に基づく賦課金及び特別徴収金を賦課徴収する場合には、この条例によることを定

めているものであります。 

 ２、第２条の賦課金でございますが、土地改良事業を実施する場合、法の規定により、

その事業に要する経費に充てるため、当該事業によって受ける利益を限度として、金銭を

賦課徴収することができます。 

 第１項は、賦課徴収することのできる対象者を規定しており、第１号から第３号に具体

的な対象者を定めております。 
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 第１号は、法第３条に規定する資格を有する者で、農用地の所有者や賃貸借等の権限に

基づき耕作を営む者を対象とするものであります。 

 第２号は、排水事業等の一般的に公共性の高い土地改良事業については、地区外の農用

地等も利益を受けることがあり得ますことから、それらの者を対象とするものであります。 

 第３号は、第１号及び第２号に掲げる者以外で著しく利益を受ける者を対象とするもの

であります。 

 この第１号から第３号までの内容は、法及び法施行規則に規定されている内容となって

おります。 

 第２項は、賦課金額の基準を定めるもので、当該事業に要する経費のうち国や道から受

けた補助金を除いた額を超えない範囲内で町長が定めるものとしております。 

 ３、第３条の特別徴収金でありますが、災害復旧事業を除く土地改良事業を実施した場

合、その後その対象地域が当初予定していた用途以外の用途に転用された場合には、これ

までの公共投資が無駄になるおそれがあるため、それに係る費用を法の規定に基づき徴収

するものとしております。 

 第２項は、特別徴収金の額については町長が定めるものとしております。 

 ４、第４条の賦課及び徴収の時期等でありますが、賦課金及び特別徴収金の賦課徴収の

時期、方法については、当該年度ごとに町長が定めるものとし、第２項の納付方法につい

ては町長の発行する納入通知書により納付するよう定めるものであります。 

 裏面の２ページを御覧願います。５、第５条の急施の場合の特例でありますが、災害等

のため急速に災害復旧事業を行う必要がある場合には、応急工事計画を定めてその事業を

行うことができることとされていますが、当該事業において賦課金を賦課徴収する場合に

は、法の規定に基づき、その賦課徴収を受けるべき者の３分の２以上の同意を得ることを

定めるものであります。 

 ６、第６条の賦課金の徴収の延期等でありますが、天災、その他特別な事情がある場合

に限り徴収を延期し、または賦課を減免することができることを定めるものであります。 

 第７条の委任でありますが、この条例の施行に関し、必要な事項は町長が定めるものと

します。 

 ８、附則でありますが、施行期日は、公布の日から施行することとしておりますが、今

回の災害復旧事業に対応するため、令和６年１１月１日から適用することとしております。 

 以上が本条例の内容であります。なお、条文の朗読につきましては、ただいまの説明を

もちまして省略させていただきます。よろしくご審議、ご決定賜りますようお願い申し上

げます。 

〇議長（村田定人君） これから議案第６４号について質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（村田定人君） これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 
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（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（村田定人君） これで討論を終わります。 

 これから議案第６４号を採決します。 

 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（村田定人君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第６４号 羽幌町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例は原

案のとおり可決されました。 

 

    ◎議案第６５号 

〇議長（村田定人君） 日程第７、議案第６５号 羽幌町布設工事監督者の配置基準及び

資格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例の一部を改正する条例を議題とし

ます。 

 本案について提案理由の説明を求めます。 

 上下水道課長、棟方富輝君。 

〇上下水道課長（棟方富輝君） ただいま上程されました議案第６５号 羽幌町布設工事

監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例の一部を改

正する条例につきまして提案理由とその内容をご説明申し上げます。 

 令和６年１２月１２日提出、羽幌町長。 

 提案の理由でございますが、水道法施行令及び水道法施行規則の一部改正に伴い、布設

工事監督者及び水道技術管理者の資格について改正が行われ、併せて資格の緩和が適用さ

れる対象が拡大されたことから、当該資格を参酌して条例で定めることとされている布設

工事監督者及び水道技術管理者の資格の改正を行うものであります。 

 次のページをお開き願います。羽幌町布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水

道技術管理者の資格基準に関する条例の一部を改正する条例。 

 羽幌町布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関す

る条例（平成２５年羽幌町条例第１０号）の一部を次のように改正する。 

 それでは、改正内容の説明を申し上げます。別紙にて配付しております資料、羽幌町布

設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例新旧

対照表を御覧願います。 

 この新旧対照表は、左側に現行条文を、右側に改正案を記載し、改正箇所に下線を引い

て表示しております。なお、字句の修正につきましては説明を省略させていただきますの

で、ご了承願います。 

 改正の内容でございますが、第３条第１項では布設工事監督者の資格について、第４条

第１項では水道技術管理者の資格について、それぞれ各号に規定する学校において修める

べき課程や学科目、また水道に関する技術上の実務に従事した経験について必要とされる
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年数等が規定されておりますが、それぞれの資格に関しては政令で定める資格を参酌して

条例で定めることとなっておりますことから、今回の政省令の改正により規定された資格

に準じて改正しております。 

 なお、第３条第２項及び第４条第２項でそれぞれの資格について、簡易水道における資

格の緩和が読替えにより規定されておりましたが、今回の政省令の改正により簡易水道に

加えて給水人口が５万人以下である水道事業も資格の緩和が適用される対象となり、本町

の水道事業もこれに該当いたしますことから、読替え後の緩和が適用された規定を条例に

定め、読替え規定を削除しております。 

 以上が改正内容の説明であります。なお、改正文の朗読は、ただいまの説明をもって省

略させていただきます。 

 附則、この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

 以上であります。よろしくご審議、ご決定賜りますようお願い申し上げます。 

〇議長（村田定人君） これから議案第６５号について質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（村田定人君） これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（村田定人君） これで討論を終わります。 

 これから議案第６５号を採決します。 

 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（村田定人君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第６５号 羽幌町布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道

技術管理者の資格基準に関する条例の一部を改正する条例は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎議案第６６号～議案第６９号 

〇議長（村田定人君） 日程第８、議案第６６号 令和６年度羽幌町一般会計補正予算

（第９号）、日程第９、議案第６７号 令和６年度羽幌町国民健康保険事業特別会計補正

予算（第１号）、日程第１０、議案第６８号 令和６年度羽幌町水道事業会計補正予算

（第２号）、日程第１１、議案第６９号 令和６年度羽幌町下水道事業会計補正予算（第

２号）、以上４件を一括議題とします。 

 本案について提案理由の説明を求めます。 

 町長、森淳君。 

〇町長（森  淳君） ただいま提案となりました各会計の補正予算につきまして、その

提案理由をご説明申し上げます。 

 初めに、一般会計につきまして既定の予算総額に歳入歳出それぞれ１億４９８万円を追
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加し、予算の総額を歳入歳出それぞれ８１億７，８２７万９，０００円とするものであり

ます。 

 補正をいたします主な内容を申し上げます。第２表、債務負担行為補正でありますが、

現在国においては自治体ごとに異なる情報システムに関し、業務効率化やシステム関連の

コスト削減を図るとして、自治体デジタルトランスフォーメーション推進計画及び地方公

共団体情報システム標準化基本方針を策定し、地方自治体においては令和７年度までに住

民記録などの二重業務を国が示す標準準拠システムへ移行することが必要となっており、

その業務の一つである管内７町村で共同運営している戸籍及び戸籍付票システムの標準化

について全国的に標準化対応が集中し、機器の枯渇が見込まれることから、令和７年度中

に完了させるためには本年度中に契約する必要があるため、債務負担行為として追加する

ものであります。 

 次に、第３表、地方債補正でありますが、普通地方交付税の確定により臨時財政対策債

の限度額を変更するものであります。 

 次に、歳出の２款総務費、企画費においてまちづくり応援寄附金推進事業７，８０５万

２，０００円の増額は、ふるさと納税の増加見込みによるものであります。 

 同じくデジタル推進事業１万３，０００円の増額は、窓口の証明書等交付事務手数料及

び施設の使用料など、料金収納全般においてキャッシュレス決済を導入し、発生する決済

手数料分を繰替え払いするものであります。 

 次に、３款民生費、児童福祉費につきましては、児童福祉設備等整備事業として公民館

に設置した授乳室に関し、道補助金の採択を受けたことから、財源更正をするものであり

ます。 

 同じく児童措置費において児童手当給付事業９５２万５，０００円の増額は、本年１０

月から制度改正による拡充分及び支給見込みによる増減であり、財源につきましては国庫

支出金及び道支出金を充てております。 

 次に、４款衛生費、保健衛生費において乳幼児等医療給付拡大事業１９１万７，０００

円の増額は、小学生から高校生までの受診が増加したことによるものであります。 

 次に、７款商工費、商工振興費において企業振興促進補助金３２９万３，０００円の増

額は、離島観光振興事業に係る民宿の改修費等の追加によるものであります。 

 歳入につきましては、国庫支出金などの特定財源を増額するほか、不足する額につきま

しては繰越金を充てております。 

 以上で一般会計を終わり、続いて国民健康保険事業特別会計の補正につきましてご説明

申し上げます。既定の予算総額に歳入歳出それぞれ３９万９，０００円を追加し、予算の

総額を歳入歳出それぞれ８億６，３３９万９，０００円とするものであります。 

 補正をいたします内容は、歳出の５款諸支出金において償還金利子及び割引料３９万９，

０００円の増額は、額の確定に伴う過年度分の保険給付費等交付金の返還金であります。 

 歳入につきましては、一般会計繰入金を充てております。 
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 続いて、水道事業会計の補正につきましてご説明申し上げます。令和７年度を期間とす

る限度額２０１万３，０００円の債務負担行為は、羽幌上水道四線導水ポンプ場の設備で

あるナンバーワン導水ポンプが老朽化により故障したため、今年度から令和７年度前半期

を工事期間とする更新工事を実施するに当たり、工事請負費の支払い年度となる令和７年

度の債務負担行為について定めるものであります。 

 なお、先ほど申しました工事期間につきましては、導水ポンプの製作に３か月、その設

置に１か月程度を要することから、来春において速やかな更新を行うために今年度契約す

るものであります。 

 続いて、下水道事業会計の補正につきましてご説明申し上げます。令和７年度を期間と

する限度額７７万円の債務負担行為は、羽幌浄化センターの消防設備点検において指摘を

受けたパッケージ型消火設備について今年度から令和７年度前半期を工事期間とする交換

工事を実施するに当たり、工事請負費の支払い年度となる令和７年度の債務負担行為につ

いて定めるものであります。 

 次に、令和７年度を期間とする限度額５６０万円の債務負担行為は、羽幌浄化センター

の設備であるナンバーワン汚泥脱水機薬品供給流量制御ワンループコントローラーが老朽

化により故障したため、本年度から令和７年度後半期を工事期間とする修繕行為を実施す

るに当たり、工事請負費の支払い年度となる令和７年度の債務負担行為について定めるも

のであります。 

 なお、パッケージ型消火設備交換工事の工事期間につきましては、機器の製作に４か月

程度を要し、薬品供給流量制御ワンループコントローラー修繕工事の工事期間につきまし

ては、機器の製作に１年程度を要することから、令和７年度において速やかな更新を行う

ため、今年度契約を行うものであります。 

 以上、今回補正をいたします予算の内容であります。よろしくご審議、ご決定賜ります

ようお願いを申し上げまして、提案理由とさせていただきます。 

〇議長（村田定人君） 次に、財務課長から内容説明を求めます。 

 財務課長、清水聡志君。 

〇財務課長（清水聡志君） それでは、内容をご説明いたします。 

 １０ページをお開き願います。歳出の２款総務費、一般管理費において情報管理業務経

費１０１万２，０００円の増額は、自治体情報システムの標準化を構築するため、国が整

備するクラウド基盤に接続するための回線を２月から利用するものであります。 

 同じく行政システム等維持管理事業において７２万６，０００円の増額は、老朽化によ

り故障した職員用パソコンを更新するものであります。 

 同じく企画費において人づくり事業補助金３７万３，０００円の増額は、対象事業の増

化によるものであります。 

 １１ページを御覧ください。自治振興費において公園管理事業１０９万５，０００円の

減額は、おろちゃんランド遊具更新事業完了によるものであります。 
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 同じく税務管理費において給与支払い報告書ＯＣＲシステム導入事業２３万１，０００

円の増額は、事業者から提出される給与支払い報告書をデータ化して取り込むシステムを

導入するものであります。 

 １４ページをお開き願います。４款衛生費、健康センター運営費において償還金利子及

び割引料８９９万９，０００円の増額は、事業費の確定に伴うがん検診等推進事業、風疹

追加的対策事業及び新型コロナウイルスワクチン接種事業に係る過年度国庫支出金の返還

金であります。 

 １５ページを御覧ください。８款土木費、道路維持費において街路灯管理事業１４万３，

０００円の増額は、築別地区の腐食している街路灯を修繕するものであります。 

 １６ページをお開き願います。１０款教育費、２項小学校費の学校管理費において羽幌

小学校施設管理事業２０万２，０００円の増額は、体育館の時計が経年劣化により故障し

たため、修繕するものであります。 

 同じく焼尻小学校施設管理事業２７万５，０００円の増額は、校舎の水抜き栓数か所か

ら漏水しているため、修繕するものであります。 

 同じく３項中学校費の学校管理費において羽幌中学校施設管理事業２２万円の増額は、

体育館放送室天井の一部が破損したため、修繕するものであります。 

 １７ページを御覧ください。４項高等学校費の教育振興費において天売高等学校学生寮

運営事業４２万１，０００円の増額は、経年劣化による灯油タンク、食堂の蛇口及びトイ

レ配管の故障箇所について修繕するものであります。 

 同じく公民館費において公民館施設管理事業２７万４，０００円の増額は、消防用設備

の煙感知器に不良箇所があるため、取替え修繕するためであります。 

 以上が一般会計の補正内容でありますが、特別会計及び公営企業会計の補正内容につき

ましては、町長からの提案理由の説明をもちまして内容説明は省略させていただきます。 

 よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。 

〇議長（村田定人君） お諮りします。 

 審議の方法については、各会計ごとに歳入歳出予算、債務負担行為及び地方債ほか一括

して質疑を行い、それぞれ討論、採決の順に従い、審議を進めることにしたいと思います。

これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（村田定人君） 異議なしと認めます。 

 したがって、そのように進めることに決定しました。 

 これから議案第６６号 令和６年度羽幌町一般会計補正予算（第９号）について歳入歳

出予算、債務負担行為及び地方債一括して質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（村田定人君） これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 



 - 65 -

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（村田定人君） これで討論を終わります。 

 これから議案第６６号を採決します。 

 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（村田定人君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第６６号 令和６年度羽幌町一般会計補正予算（第９号）は原案のと

おり可決されました。 

 次に、議案第６７号 令和６年度羽幌町国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）

について歳入歳出予算一括して質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（村田定人君） これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（村田定人君） これで討論を終わります。 

 これから議案第６７号を採決します。 

 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（村田定人君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第６７号 令和６年度羽幌町国民健康保険事業特別会計補正予算（第

１号）は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第６８号 令和６年度羽幌町水道事業会計補正予算（第２号）について質疑

を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（村田定人君） これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（村田定人君） これで討論を終わります。 

 これから議案第６８号を採決します。 

 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（村田定人君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第６８号 令和６年度羽幌町水道事業会計補正予算（第２号）は原案

のとおり可決されました。 

 次に、議案第６９号 令和６年度羽幌町下水道事業会計補正予算（第２号）について質

疑を行います。 
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（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（村田定人君） これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（村田定人君） これで討論を終わります。 

 これから議案第６９号を採決します。 

 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（村田定人君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第６９号 令和６年度羽幌町下水道事業会計補正予算（第２号）は原

案のとおり可決されました。 

 

    ◎同意第２号 

〇議長（村田定人君） 日程第１２、同意第２号 羽幌町教育委員会委員の任命について

を議題とします。 

 本案について提案理由の説明を求めます。 

 町長、森淳君。 

〇町長（森  淳君） 同意第２号 羽幌町教育委員会委員の任命について、提案理由の

ご説明を申し上げます。 

 住所、苫前郡羽幌町北３条２丁目１０番地、氏名、松田肇、生年月日、昭和３１年８月

１７日生まれ、６８歳。 

 現委員であります松田肇氏が令和６年１２月２０日付をもちまして任期満了となるため、

氏の人格、識見から、引き続き教育行政にご尽力をいただきたいため、羽幌町教育委員会

委員としてご同意賜りたく、ご提案を申し上げた次第でございます。 

 よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願いを申し上げまして、提案の理由とさせ

ていただきます。 

〇議長（村田定人君） これから同意第２号について質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（村田定人君） これで質疑を終わります。 

 討論は、議会の運営に関する基準に基づき省略します。 

 これから同意第２号を採決します。 

 お諮りします。本案は、同意することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（村田定人君） 異議なしと認めます。 

 したがって、同意第２号 羽幌町教育委員会委員の任命については同意することに決定

しました。 
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    ◎発議第１１号 

〇議長（村田定人君） 日程第１３、発議第１１号 羽幌町議会の個人情報の保護に関す

る条例の一部を改正する条例を議題とします。 

 本案について提案理由の説明を求めます。 

 ６番、小寺光一君。 

〇６番（小寺光一君） 発議第１１号 羽幌町議会の個人情報の保護に関する条例の一部

を改正する条例。 

 令和６年１２月１２日提出。 

 提出者、羽幌町議会議員、小寺光一。賛成者、羽幌町議会議員、阿部和也、同じく工藤

正幸。 

 提案理由、刑法等の一部を改正する法律（令和４年法律第６７号）及び刑法等の一部を

改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律（令和４年法律第６８号）の施

行に伴い、本条例における規定の整備を行うため、改正しようとするものである。 

 羽幌町議会の個人情報の保護に関する条例の一部を改正する条例。 

 羽幌町議会の個人情報の保護に関する条例（令和５年羽幌町条例第１１号）の一部を次

のように改正する。 

 第５４条から第５６条までの規定中の「懲役」を「拘禁刑」に改める。 

 附則、施行期日、１、この条例は、令和７年６月１日から施行する。 

 経過措置、２、この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。 

〇議長（村田定人君） 議会の運営に関する基準により、質疑並びに討論は省略すること

とします。 

 これから発議第１１号を採決します。 

 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（村田定人君） 異議なしと認めます。 

 したがって、発議第１１号 羽幌町議会の個人情報の保護に関する条例の一部を改正す

る条例は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎発議第１２号 

〇議長（村田定人君） 日程第１４、発議第１２号 議員の派遣についてを議題とします。 

 お諮りします。本町の懸案事項の要望、促進を図るため及び議員の研修並びに各委員会

の調査研究等のため、本日より次期定例会までの間、本議会は必要と認められる事案につ

いて道内外の関係機関に議員を派遣したいと思います。なお、諸般の事情による派遣日程

等の変更があった場合、その他緊急を要する派遣事案があった場合は、議長にその内容決

定を一任いただきたいと思います。これにご異議ありませんか。 
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（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（村田定人君） 異議なしと認めます。 

 したがって、発議第１２号 議員の派遣については原案のとおり決定されました。 

 

    ◎発議第１３号 

〇議長（村田定人君） 日程第１５、発議第１３号 各委員会の閉会中の継続調査及び審

査についてを議題とします。 

 各常任委員会及び議会運営委員会における閉会中の所管事務調査について、それぞれの

委員長から会議規則第７５条の規定により閉会中の継続調査の申出がありました。 

 お諮りします。それぞれの委員長からの申出のとおり閉会中の継続調査とすることにご

異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（村田定人君） 異議なしと認めます。 

 したがって、発議第１３号 各委員会の閉会中の継続調査及び審査については原案のと

おり決定されました。 

 

    ◎意見案第５号 

〇議長（村田定人君） 日程第１６、意見案第５号 安全・安心の医療・介護実現のため

人員増と処遇改善を求める意見書の提出についてを議題とします。 

 本案について提案理由の説明を求めます。 

 ２番、金木直文君。 

〇２番（金木直文君） 意見案第５号 安全・安心の医療・介護実現のため人員増と処遇

改善を求める意見書の提出について。 

 このことについて、別紙のとおり会議規則第１４条の規定により意見書を提出します。 

 令和６年１２月１２日提出。 

 提出者、羽幌町議会議員、金木直文。賛成者、羽幌町議会議員、平山美知子、賛成者、

羽幌町議会議員、阿部和也。 

    安全・安心の医療・介護実現のため人員増と処遇改善を求める意見書（案） 

 政府は、看護師や介護職など社会基盤を支える労働者が、その役割の重要性に比して賃

金水準が低い状況であるとし、ケア労働者の賃上げ事業に踏み出し、２０２４年の診療報

酬・介護報酬・障害福祉報酬の改定で賃上げに特化した「評価料」や「加算」を盛り込ん

だ。 

 しかし、「２．５％のベースアップ目標」としていたものの、実際の診療報酬のベア評

価料や、介護報酬の新加算は、その目標に到底及ばないばかりか、病院と診療所や、介護

施設と在宅介護事業所の間で報酬が大きく異なり、対象外となる従事者もあるため、複数

の施設を経営する医療や介護の法人では、従事者間に不平等を持ち込むことになるとして、
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賃上げの評価料や加算を見送る使用者まで出ている。その結果、２．５％のベースアップ

どころか、定期昇給分を含めても、２．０％程度にとどまる定昇並みの賃上げにしかなら

ず、他の産業では５～１０％の賃上げが実現している今年、ケア労働者の賃金水準はさら

に全産業平均から大きく下回る事態となっている。 

 現在の医療・介護現場では、退職者が増加し、入職者が減少する事態が全国各地で広が

っている。その背景には、過酷な労働実態とそれに見合わない低賃金があることは紛れも

ない事実である。コロナ禍で経験したような、入院患者が受け入れられない、あるいは介

護事業所が利用できないなどの「医療崩壊」「介護崩壊」を、人員不足のために繰り返し

てしまうことのないよう、緊急な処遇改善策を国の責任で実行する必要がある。 

 政府がケア労働者の賃上げの必要性を理解しているのであれば、すべてのケア労働者が

差別なく処遇改善につながる施策を再度実行性を伴う形で実施すべきである。そのために

は、医療・介護施設への経済的援助の拡充も必要であり、診療報酬・介護報酬・障害福祉

報酬の抜本的な引き上げと同時に患者・利用者負担軽減策も実施するべきである。 

 よって、差別と分断を許さず、政府の責任ですべてのケア労働者の処遇改善と医療・介

護事業の安定的な維持発展のために、以下のとおり、実施を強く要望する。 

記 

１ 安全・安心の医療・介護を実現するため、医師・看護師・介護職員などの配置基準を

抜本的に見直し、大幅に増員すること。医療や介護現場で働くすべてのケア労働者の

賃上げと人員配置増につなげるよう、政府の責任において、全額公費による追加の賃

上げ支援策を実行すること。 

２ すべての医療機関と介護事業所を対象に、物価高騰や人件費増を補えるだけの診療報

酬と介護報酬を抜本的に引き上げる臨時改定を実施すること。 

３ 医療や介護現場における「夜勤交替制労働」に関わる労働環境を抜本的に改善するこ

と。 

  ①労働時間の上限規制や勤務間インターバル確保、夜勤回数の制限など、労働環境改

善のための規制を設け、実効性を確保するための財政的支援を行うこと。 

  ②夜勤交替制労働者の週労働時間を短縮すること。 

  ③介護施設や有床診療所などで行われている「１人夜勤体制」をなくし、複数夜勤体

制とすること。 

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 

 令和６年１２月１２日、北海道羽幌町議会議長、村田定人。 

 意見書提出先、内閣総理大臣、厚生労働省大臣、財務大臣、総務大臣。 

〇議長（村田定人君） 議会の運営に関する基準により、質疑並びに討論は省略すること

とします。 

 これから意見案第５号を採決します。 

 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 
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（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（村田定人君） 異議なしと認めます。 

 したがって、意見案第５号 安全・安心の医療・介護実現のため人員増と処遇改善を求

める意見書の提出については原案のとおり可決されました。 

 議長名をもって、それぞれの関係機関に要請することにいたします。 

 

    ◎日程の追加 

〇議長（村田定人君） お諮りします。 

 ただいま町長から議案第７０号が提出されました。これを日程に追加し、追加日程第１

として議題にしたいと思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（村田定人君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第７０号を日程に追加し、追加日程第１として議題とすることに決定

しました。 

 

    ◎議案第７０号 

〇議長（村田定人君） 追加日程第１、議案第７０号 令和６年度羽幌町一般会計補正予

算（第１０号）を議題とします。 

 本案について提案理由の説明を求めます。 

 町長、森淳君。 

〇町長（森  淳君） ただいま追加提案となりました一般会計補正予算につきまして、

その提案理由をご説明申し上げます。 

 既定の予算総額から歳入歳出それぞれ２億８０万６，０００円を減額し、予算の総額を

歳入歳出それぞれ７９億７，７４７万３，０００円とするものであります。 

 補正をいたします内容でありますが、天売複合施設建設事業に係る敷地内整備工事及び

実施設計業務の終了により、歳出の１０款教育費、４項高等学校費、教育振興費の天売複

合施設建設工事請負費を２億８０万６，０００円減額するものであり、財源としている過

疎対策事業債、辺地対策事業債及び財政調整基金繰入金もそれぞれ減額するとともに、全

体事業費が増額となりますことから、継続費の総額の変更と予定工期を延ばし、年割額を

変更するものであります。 

 以上が補正をいたします予算の内容であります。よろしくご審議の上、ご決定賜ります

ようお願い申し上げまして、提案の理由とさせていただきます。 

〇議長（村田定人君） お諮りします。 

 審議の方法については、歳入歳出予算、継続費及び地方債一括して質疑を行い、それぞ

れ討論、採決の順に従い、審議を進めることにしたいと思います。これにご異議ありませ

んか。 
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（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（村田定人君） 異議なしと認めます。 

 したがって、そのように進めることに決定しました。 

 これから議案第７０号について歳入歳出予算、継続費及び地方債一括して質疑を行いま

す。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（村田定人君） これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（村田定人君） これで討論を終わります。 

 これから議案第７０号を採決します。 

 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（村田定人君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第７０号 令和６年度羽幌町一般会計補正予算（第１０号）は原案の

とおり可決されました。 

 

    ◎閉会の宣告 

〇議長（村田定人君） これで本日の議事日程は全部終了しました。 

 したがって、令和６年第８回羽幌町議会定例会を閉会します。 

（午前１１時１２分） 


